
社会福祉法人茅野市社会福祉協議会旅費規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人茅野市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の職員が、業務のた

めに出張を命じられた場合の旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （旅費の支給） 

第２条 職員が業務のため出張をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。 

 （出張命令等） 

第３条 前条の出張は、会長又は局長（以下「出張命令権者」という。）の発する出張命令によって行わ

なければならない。 

２ 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図るこ

とができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができ

る。 

 （出張命令に従わない出張） 

第４条 出張を命ぜられた職員（以下｢出張者｣という。）が業務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情により、出張命令に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令

の変更を申請しなければならない。 

２ 出張者は、前項の規定により出張命令の変更をするいとまがない場合には、出張した後、速やかに

出張命令の変更の申請をしなければならない。 

３ 出張者は、前２項の規定により出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認めら

れなかった場合において、出張命令に従わないで出張したときは、その出張者は、命令に従った限度

の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。 

 （旅費の種類） 

第５条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊手当、宿泊費及び食卓料とする。 

 （旅費の計算） 

第６条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路又は方法により難い場合に

は、その現によった経路及び方法によって計算する。 

２ 旅費の計算については、本会所在地から起算するものとする。 

 （出張日数の計算） 

第７条 旅費計算上の出張日数は、業務のために要した日数とする。 

２ 前項の日数の計算については、業務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他のやむを得な

い事情で要した日を除くほか、路程400キロメートルについて１日の割合を持って通算した日数を超

えることができない。 

３ 前項の規定により通算した日数に１日未満の端数が生じたときは、これを１日とする。 

 （旅費の請求手続） 

第８条 旅費（概算払による旅費を含む。）の支給を受けようとする出張者及び概算払による旅費の支給

を受けた出張者で、その精算をしようとする出張者は、所定の請求書に必要な書類を添えて出張命令

権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかっ

た出張者はその請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費が明らかにされな

かった部分の金額の支給を受けることができない。 

２ 概算払による旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、７日以内に当該出張について

前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 

３ 前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、７日以内に当該過払金を返納させなけれ

ばならない。 



 （鉄道賃） 

第９条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃及び次に規定する急行料金及び座席指定料金による。 

（１）特別急行列車を運行する線路による出張で、片道100キロメートルを超え現に利用したときに限り

支給する。 

（２）普通急行列車を運行する線路による出張で、片道50キロメートルを超え現に利用したときに限り

支給する。 

２ 座席指定料金は、指定席を有する列車による出張で、片道100キロメートルを超え現に利用したとき

に限り支給する。 

 （船賃） 

第10条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃（以下本条において「運賃」という。）及び寝台料金による。 

（１）運賃の等級を３階級に区分する船舶による出張の場合には、中級の運賃 

（２）運賃の等級を２階級に区分する船舶による出張の場合には、下級の運賃 

（３）運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃 

（４）業務上の必要により寝台料金を必要とした場合には、前３号に規定する運賃のほか、現に支払っ

た寝台料金 

 （航空賃） 

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。 

 （車賃） 

第12条 車賃の額は、バス運賃等の実費額又は別表１に定める定額により支給する。ただし、業務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支給することができない場

合には、実費額による。 

２ 車賃は、全路程を通じて計算する。 

３ 前項の規定により通算した路線に１キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、本会所有車により出張する場合は、車賃は支給しない。 

 （宿泊手当） 

第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う出張の場合に限り支給ものとし、その額は、別表２に定めるところに

よる。 

 （宿泊費） 

第14条 宿泊費は、出張中の宿泊に要する費用とし、その額は、、別表３に定める宿泊する都道府県ごと

の基準額を上限とし実費を支給する。その際には必ず実費分の領収書を出張した後、速やかに出張命

令権者に提出すること。ただし、会議、研修等のための出張で、主催者が宿泊場所を指定し利用する

場合には会議、研修等にかかる通知文書等で確認でき、かつ出張命令権者の承認を得た上で、実費額

を支給する。 

 （食卓料） 

第15条 食卓料の額は、別表１の定額による。 

２ 食卓料は、船賃及び航空賃のほかに別に食費を徴収される場合、又は船賃もしくは航空賃を要しな

いが食費を要する場合に限り、その夜数に応じ支給する。 

 （出張中退職した者等の旅費支給） 

第16条 出張者が出張中退職し、又は死亡した場合には、出張先から本会所在地までの旅費を支給する。 

 （他団体から支給される場合の旅費） 

第17条 国、都道府県又は他の公共団体等から旅費の支給を受けるときは、この規程による旅費は支給

しない。ただし、その受ける額がこの規程による旅費より少ないときは、その差額を支給する。 

 （補則） 

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 



 

  附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表１（第12条、第15条関係） 

車賃 

（１キロメートル

につき） 

食卓料 

（１夜につき） 

37円 2,200円 

 

 

別表２（第13条関係） 

宿泊手当（一泊につき） 

2,400円 

 

 

別表３（第14条関係） 

区分 宿泊費基準額（上限額） 

北海道 13,000円 

青森県 11,000円 

岩手県 9,000円 

宮城県 10,000円 

秋田県 11,000円 

山形県 10,000円 

福島県 8,000円 

茨城県 11,000円 

栃木県 10,000円 

群馬県 10,000円 

埼玉県 19,000円 

千葉県 17,000円 

東京都 19,000円 

神奈川県 16,000円 

新潟県 16,000円 

富山県 11,000円 

石川県 9,000円 

福井県 10,000円 

山梨県 12,000円 

長野県 11,000円 

岐阜県 13,000円 



静岡県 9,000円 

愛知県 11,000円 

三重県 9,000円 

滋賀県 11,000円 

京都府 19,000円 

大阪府 13,000円 

兵庫県 12,000円 

奈良県 11,000円 

和歌山県 11,000円 

鳥取県 8,000円 

島根県 9,000円 

岡山県 10,000円 

広島県 13,000円 

山口県 8,000円 

徳島県 10,000円 

香川県 15,000円 

愛媛県 10,000円 

高知県 11,000円 

福岡県 18,000円 

佐賀県 11,000円 

長崎県 11,000円 

熊本県 14,000円 

大分県 11,000円 

宮崎県 12,000円 

鹿児島県 12,000円 

沖縄県 11,000円 

 

 


